
第三期事業計画（素案）に係る質問・意見について

「第１章　計画

の概要」につい

て、ご質問やご

意見がありまし

たら入力してく

ださい。

「第２章　こど

も・子育てをめ

ぐる本市の現

状」について、

ご質問やご意見

がありましたら

入力してくださ

い。

「第３章　計画

の基本的な考え

方」について、

ご質問やご意見

がありましたら

入力してくださ

い。

「第４章　計画の推進方策」について、ご質問やご意見がありま

したら入力してください。

「第５章　計画の推進体制と進捗管理」について、ご質問やご意

見がありましたら入力してください。

ご質問やご意見

がありましたら

入力してくださ

い。

田中委員 ― ― ―

毎年量の見込みが低下しつつ市全域では確保に余裕がある。

第４章の（3）確保の考え方については、記載してある、不

足地域のみにとらわれず、近隣地区において利用調整を図り

ニーズ量を補完すると書かれており、ピンポイントで大規模

な改修や増築を行い利用定員を増やすと同地区や近隣地区に

も影響が出ると思う。又、0、1歳児については、保育士の配

置基準も多いので、保育士不足の解消が優先だと思います。

（改めて慎重に検討してください）

前橋市こども家庭センターの役割は重要と考えます。飛び飛

びで書かれてますが、ホームページに内容が４項目ぐらい掲

載されていましたので、第２期当初にはなかった事業なの

で、センターの役割とか集約して見やすい方がいいのではな

いか。コンシェルジュとコーディネーターを配置して支援を

行う良い制度と思いますので。

―

前橋市 ― ― ―

施設整備については、これまで待機児童対策として３歳未満

児の定員を増やす認定こども園移行施設について、国庫補助

金の嵩増しを受けつつ、事業を行ってきましたが、第三期事

業計画では、定員増を伴う施設整備の優先順位の考え方とし

ては、受け皿が不足している地域等を優先するものとした考

え方を示したものになります。

施設の規模については、人口減少社会に見合った規模等を考

慮するものと考えております。

また、確保方策の考え方についてはP45に記載のとおり、施

設整備の他に、地域間の受け皿（確保方策）の不均衡を解消

する事業の検討や、近隣の地域における利用調整、利用定員

の柔軟な見直し等、総合的に検討を行い、最適な方法で整備

を図っていきたいと考えております。

併せて、保育士の確保策も大変重要な課題と認識しておりま

すので、基本目標１において、保育士不足解消のための取組

推進を掲げています。

（こども施設課）

令和４年の児童福祉法の改正により、「こども家庭セン

ター」の設置が、令和６年度から市町村の努力義務となりま

した。

本市では、母子保健部門である「子育て世代包括支援セン

ター」と、児童福祉部門である「こども家庭総合支援事業」

を、それぞれ平成２８年度と２９年度に設置していました

が、その２つの機能をひとつにまとめ、令和６年４月から

「こども家庭センター」を設置しております。

現在、こども家庭センターとして、妊産婦及び乳幼児の健康

の保持・増進に関する包括的な支援、また、こどもと子育て

家庭の福祉に関する包括的な支援を、切れ目なく提供するよ

う、母子保健と児童福祉が連携・協働して、一体的な支援に

取り組んでいるところです。

こども家庭センターが分散して書かれていますが（利用者支

援事業についての記載部分）、利用者支援事業で包括的な支

援を実施する点から、センターの役割を説明させていただき

ます。

（こども支援課）

―

資料２


